
 　 　　　　　令和７年１１月号        

　これからの季節は、日没が早まり、夕暮れから夜間にかけ、交通事故が増
 加する傾向にあります。

　歩行者はヘッドライトなどで車を認識していても、ドライバーは歩行者を認
識できていないことが多く 歩行者の 見えているだろう とドライバーの そ、 「 」 「

」 。こにいたなんて という視認性のずれが事故につながっていると考えられます
 ☆　事故を防ぐポイント

 　○　交差点の右折車両（右折先を十分に照らせない）
　　　ヘッドライトは、対向車を幻惑しにくいように設計されているため、歩行

 　　者が思っているほど右側を照らしていません。
 　　　運転手の方は 右方に注意して車の特性を踏まえた上で運転しましょう、 。

、「 」 、　　　歩行者の方は ドライバーからは見えていないかもしれない と考え
 　　車の動きに注意しましょう。

 　○　明るい目立つ色の服の着装・反射材の着用
　　　反射材を着用している歩行者は着用していない歩行者よりも２倍以上手

 　　前で発見できると言われています。
　　　また、落ち着いた色の服は、夜間の視認性が低く、事故のリスクとな
　　りますので、明るい目立つ色の服装や反射材を活用しましょう。

 　指名手配被疑者の発見に向けた捜査活動には、県民の皆さんからの情報提供が重要な鍵となります。
　似た人を見かけたなど、わずかなことでも結構ですので、警察に通報していただくようお願いします。

全国的に児童に対する暴力行為や養育放棄などの児童虐　
待に関する事件が多発し、本県における取扱件数も増加の

 一途をたどっています。
 　もしかして児童虐待では？と思ったら…

 　　・　身体、顔に不自然な傷やあざがある
 　　・　季節にそぐわない服を着ている

 　　・　駐車場の車内に子供だけが放置されている
 　　・　子供の泣き声と大人の怒鳴り声がいつも聞こえる

 □　児童虐待通報ダイヤル： １ ８ ９ 番へ通報を    
 　　　　　　　　　　 お近くの児童相談所に接続します （ ）

 □※　緊急時は、 １ １ ０ 番への通報をお願いします。    
※　プライバシーは保護されますので安心してください。

  令和７年９月中駐在所事件事故　
 　　　 

  交通事故　  １件
         

 （内、ケガのある
 　　　　事故０件）

       
  管内の事件　０件

 
 
　五所川原警察署のホームページでは、
様々な情報を発信していますのでご活用

 ください。
　今後も、管内の安心・安全のため皆様
のご協力をよろしくお願いいたします。
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 不在時は
 五所川原警察署

 Tel.３５－２１４１
緊急時は１１０番


